
1　基盤整備と土壌保全

（話題提供）開発地における基盤整備と土壌保全について

・福島県農業試験場長　立　谷　寿　雄

開発地利用の現状は痩めて悪く，営農的には成立たない状況にある。その利用度の向上，収益の

増大化・省力化などには多くの問題がある。

それは開発地は余りにも条件が悪く，土地・立地条件の整備が充分になされていないことに由来

している。いかに立地条件の悪いところでも多額の投資を行なえば，それら不良性を克服すること

は可能であることをゴルフ場は示している。

農業部門でも，開発地についての投資のあり方を根本的に再検討すべきであろう。

日本の農地の推移をみると昭和36年には北海道・東北などの開拓によって609万ねに達したが，’

その後，農耕地は人為的かい廃が好条件の都市近郊地，高収地にみられ，減少傾向をたどり，昭和

49年には557万ねとなり，36年から13年間に52万ねが減少している（第1表参照）。

福島県においても昭和35年から50年の15年間に11，600Aq　6％減少している（第2表参

照）。

第1蓑　地帯別農地面積の推移
（単位：千ね，％）

項 目　 年 別 区 分
全　　 国

北　 東　 地　 帯
中 央 地 帯 西 南 地 帯

計 北 海 道 そ の 他

農 地 面 積

明 治 3 3 （1 9 0 0 ） 5．210 1，86 8 2 3 9 1，6 2 9 乙 2 8 3 1，0 5 9

昭 和 1 5 （1 9 4 0 ） 5，9 67 a 6 9 3 9 6 5 1，72 8 乙 3 2 4 9 5 0

3 5 （1 9 6 0 ） 6，0 7 1 a 7 9 8 9 4 8 1，8 5 0 2，30 6 9 6 7

4 5 （1 9 7 0 ） 5，79 6 a 7 9 4 9 8 7 1，80 7 乙 0 7 7 9 2 5

4 9 （1 9 7 4 ） 5．572
（5，6 15 ） a 7 9 1 1，06 1 1，7 3 0 1，9 1 6

8 6 5
（9 0 8 ）

5 0 （1 9 7 5 ）
5，530
（5，57 2 ）

a 7 9 6 1，07 6 1，7 2 0 1．88 2
8 5 2
（8 9 4 ）

農 地 面 積

増 国 減 量

明 治 3 3 ～ 昭 和 3 5 8 6 1 9 3 0 7 0 9 2 2 1 2 3 ∠ゝ　 92

昭 和 3 5 、　　 4 9 △ 49 9 ∠ゝ　 7 1 1 3 ∠ゝ 1 2 0 ∠ゝ 3 9 0 △ 1 0 2

昭 和 4 9 ～　　 5 0 （∠ゝ 4 3 ） 5 1 5 ∠ゝ 1 0 ∠ゝ　 34 払 14 ）

農 地 面 積 明　 治　 3 3 1 0 0．0 3 5．9 4．6 3 1．3 4 3．8 2 0．3

構　 成　 比
昭　 和　 5 0 1 0 0．0

5 0．6 1 9．5 3 1．1 3 4．0 1 5．4
（5 0．2 ） （19．3 ） （30．9 ） （3 3．8 ） （16．0 ）

資料：内閣統計局「帝国統計年鑑」，「農商務省統計表」，「農林省統計表」．農林水産業生産性

向上会議「日本農業基礎統計」による。
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注1）、北東地帯とは，北海道．青森，岩手，宮城，秋田，山形，福島，新潟，富山石川，

福井，山梨，長軌鳥取，島根の1道14県をいう。

中央地帯とは，茨城，栃木，群馬．埼玉，千葉，東京，神奈川，岐息静岡，愛知

三重・滋賀，京都，大阪，兵嵐奈良和歌山．岡山，広島，山口，福岡の1都2府

18県をいう。

西南地帯と軋徳島，香仙愛媛，高知佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎，鹿児島の

10県をいう。

なお，沖縄県は西南地帯に含めるものとした。

（以下，同じ分乗削こよる。）

2）・昭和49年及び50年の（．）内は，沖縄県を含む。

第2表　福島県における農地面積の推移

年　　 度 捻　 面　 積 田 畑 樹　 園　 地 l 戸 当 面 頓

昭 和 3 5 年 1 8 a 5 0 3 10 1，1 4 0 6 2 ，5 6 1 1 8 ，8 0 2 1．0 7

4 0　〝 1 7 8 ，5 7 9 1 0 3，4 8 9 5 5 ，3 9 6 1 9 ．6 9 4 1．0 8

4 5　〝 17 第 2 1 2 1 10 ．7 9 0 4 8 ．6 2 7 1 9 ，7 9 5 1．1 1

5 0　〝 17 q ．9 3 5 1 0 8 ，4 6 6 4 0 ．9 9 8 2 1，4 7 1 1．1 2

構

成

比

3 5 年 1 0 0 5 5 ．4 3 4 ．3 1 0 ．3

4 0　 〝 1 0 0 5 8 ．0 3 1 ．0 1 1．0

4 5　〝 1 0 0 6 1．8 2 7 ．1 1 1．1

5 0　 〝 1 0 0 6 3 ．5 2 4 ．0 1 2 ．5

増 減 率 5 0 ／ 4 5 ∠ 　ゝ 4 ．6 △　 a l ∠ゝ 1 5．7 8 ．5

（単位：l皿，％）

この農地面積の減少は人為的なかい廃に由来するものが多く，昭和36年から49年までに日本

では年平均9・9万ねの割合でかい廃している。その内容は住宅・工場などの用地に利用されている

ものが67％にも及んでも、る（第3表参照）。

このように農地は急速にかい廃面積が増大して来たが，二一万では未利用地の開発が進められてい

て，農地の減少は緩慢である。

農耕地の減少補塀にはかい廃地の復元は望めない。開発地に依存しなければ農耕地の確保は不可

能である。昭和50年5月に公表された昭和60年農産物の需要と生産の長期見通しによると，60

年には農作物の延べ作付面積で668万肋を要することになる。昭和49年の延べ作付面積は575万

舶であるから93万息q16％増す必要がある（第4表参照）。
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第3表　地帯別の農地人為かい廃面積の推移　　　　　　　　　　　（単位：千ん仏，％）

項 目　 乱 用 途 別 区 分
全　 国

北　 東　 地　 帯
中 央 地 帯 西 南 地 帯

計 北 海 道 そ の 他

年 平 均 人 為

3 6　 ～　 4 0 43．9 18 ．1 1 1．3 6．8 21．8 4．0

4 1　 一一　 4 5 79．2 3 3．5 14．5 19．0 33．6 12．1

か い 廃 面 槙 4 6　 ・一・ 4 9 99．3 37 ．2 9．2 2 8．7 43．8 18．4

5 0
86．3
（88．5 ）

3 1．4 乱 9 2 2．5 40．6
14．3
（16．5 ）

期 首 農 地 両 横 に 3 6　 一一　 4 0 0．7 0．6 1．2 0．4 0．9 0．4

対 す る年 平 均 人

為 か い 廃 面 積 の
4 1 ・－　 4 5 1．3 1．2 1．5 1．0 1．5 1．2

葡　　　 合 4 6　 一一　 4 9 1．7 1．3 仇 9 1．6 a l 之 0

昭 和 3 6 年 ～ 49 年

工　　　　 場 9．4 7．3 a 6 10．1 12．7 5．9

道 路　 鉄 ．道 5．5 5．2 鼠 7 6．2 ＆ 4 a 9

の 間 の 農 地 の 人

為 か い 廃 の 用 途
宅　　　　 地 3 4．2 2 1．9 14．1 2 7．8 48．1 27．4

別　　 構　　 成 農　 林 道　 等 a 3 鼠 6 a l 3．8 3．0 a 6

植 林 そ の 他 4 7．5 6 2．1 7 5．7 5 2．1 29．6 59 ．2

計 10 0．0 100．0 10 0．0 100．0 10 0．0 10 0．0

資料：農林省「耕地及び作付面積統計」による。

注l）人為かい廃の用途別構成のうち，昭和3・6年～38年については国土庁で推計したもので
ある。

2）昭和50年の（）内払　沖縄県を含む。

第4衷　昭和60年作付目標と生産量

作　 物　 名

栽 培 面 積 （× 1，00 0 ね ） 1 0 a 収 量　 陶 生 産 量 （× 1，00 O t ）

4 7 年 6 0 年 B ／ A 4 7 年 6 0 年 D ／ C 4 7 年 6 0 年 F ／ E

仏） ㈱ × 100 （q （功 × 10 0 仮） （F ） × 10 0

米 ち 643 乙 50 8 9 5 4 50 4 83 10 7 1 1．89 7 la 110 102

水　　　 稲 乙 584 乙 4 87 9 8 4 56 4 85 10 7 1 1，7 74 1乙 0 62 10 2

陸　　　 稲 59 2 1 3 6 2 10 2 27 108 123 48 39

麦　　　 類 235 4 3 4 130 2 59 332 128 6 09 1，4 43 23 6

い　 も　 類 247 2 0 6 83 乙 2 66 乙 392 105 諷 598 4 9 27 88

豆　　　 類 3 16 38 8 123 145 18 7 129 459 7 27 158

て ん さ い 5 8 7 7 13 3 4，775 5．000 105 ち 760 も 850 140

さ と うきび 3 4 38 1 12 6，092 乳 80 0 16 1 乙 059 孔 72 4 18 1

茶 56 6 6 1 18 17 1 100 1 1 1 9 5 12 5 13 2

野　　　 菜 6 33 66 6 10 5 a 50 2 乳 02 0 12 1 15，83 7 2 0．13 6 127

果　　　 実 4 27 47 8 1 12 1，504 1，84 0 12 2 邑 42 0 8 78 9 137

桑

飼 料 作 物

そ の他 作 物

164

7 6 8

2 6 9

17 6

1，4 69

178

1 07

1 9 1

66

tウ 6 4 te　7 8 12 2 t¢ 10 5 tゆ 13 7 tサ131

計　 ■ 5，8 50 仇 6 8 4 1 14
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この面前の増加には開発による農地面積の拡大と土地利用率の増大が望まれる○しかし樹園軌

永年性牧草地などの通年利用作物の作付け拡大によって，農地利用率は増大し難いことから．開発

地の増加に依存するところが大きい。

（1）開発地の傾斜と土壌

平坦で条件のよいところは住宅地・農地として活用し尽されている○これから農地の拡大は山地

に向けられていて，ほとんどが傾斜地である。

既農耕地でも畑地の50万叫ま傾斜地に分布している。

第4表にみられるように米・いも類以外の農作物の栽培面積の拡大と収量の向上に力を注がれる

ので・開発地はすべて畑地，樹園地として利用されることになろう。

最近の開発地についての調査・研究は少なく，昭和30年代に行われた開拓研究を引用すると次

のようである。

東北地域の開拓地の67別は火山灰土・30％が非火山性土である。火山灰土の多いところは青

森県・宮城県・秋田県などで開拓地の80％以上を占めている。福島県は山形県と共に非火山性土か

らなる開拓地が多く53～68％を占めている。

これから大規模に開発されようとしている阿武隈山地は古生層（花崗岩質土壌），中央山地の堆

ロ，南会津地域は火山灰土が多い（第5蓑）。

第5蓑　東北地方における開発地の土壌
面積比　％

非火山性土　 火山灰土　 火山砂礫土　 泥炭 土
開 拓 璃　 芸 30　　　　　 6 7　　　　　 3　　　　　 T r

5 3　　　　　　 44　　　　　 2　　　　　　 1
冒芸可芸等（≡諾 ≡ ◎　　 ＞　　 0

0　　 ＜　 ◎

開拓地は傾斜地に多く・開拓当初は概して傾斜度の少ないところが選ばれているが，年次を経る

につれて傾斜度を増して来ている。これまでの福島県の開拓地をみると10度～一・15度の傾斜地を

利用しているものが36％を占め・5度～15度のものが64％に及ぶ015度以上の急便斜地の

開発は4狛こすぎないが・近年は農地造成も大型機械を活用するの℃急傾斜地も開発される憤向

がみられる（第6表参照）。

偵斜地で間男となることは土層が浅く，用水に不足し・土壌的には保水・耐水が劣り，土壌侵食を

うけ易いことである。

土層の深浅についてみると脚注壬受章翠勲ころが多く，
を必要とするところが多い（第7表参照）。
、一■■　＼・．．＿＿【
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第6蓑　開拓地の傾斜度

福島県～面積割合　％

傾　　 斜 1 － 5度　　 5 、 10 度　 10 － 15 度　 15 一一20 度　　 20 度以上

面 積 比　％ 3 2　　　　　　 2 8　　　　　　 3 6　　　　　　　 4　　　　　　　 0

第7妾　開拓地の土層の厚さ

面括比％

浅　 耕　 土 浅　 表　 土 浅　 土　 層　 ＊
計

（夢 心 土耕 ） （要 深 耕 ） （70 （¶以 上 の 土 層 ）

東北 地 域 非 火 山性 土 1 6 1 4 4 3 4

火 山 灰 土 5 0 1 1 5 6 6

計 6 6 2 5 9 1 0 0

福 島 県 非 火 山性 土 1 9 － 1 3 3 2

火 山 灰 土 5 3 － 9 6 2

そ　 の　 他 4 ．2 － 6

計 7 6 2 2 2 1 0 0

＊　土居の厚さに支障はないが土政が必要

また．永年農耕に利用されなかった開拓地の土壌は概して帝薄で．酸性を呈L pH5以下の酸

性土壌は非火山性土で78％，火山灰土で68％を占めている。この矯正が必要である。

酸性化によって塩基の欠乏が起っている。その欠乏土壌は火山灰土・非火山性土共に60，‘に及

んでいる。また燐酸に欠けている土壌が多く，燐酸吸収係数の著しく大きいa000以上の土壌は非

火山性土で27‰　火山灰土では54％を占めている（第8表参照）。

以上のような開発地のもつ，傾斜が．土居の厚さと土壌の化学佐一酸性・塩基含量・燐酸含量一

に関与しているので，開発に当ってはその改善と土壌侵食（水食と風食）の防止に注意しなければ

ならない。
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第8蓑　開拓地の土壌の特性

（東北地域）面積比　％

土　 壌 酸性の程度 塩基状態
燐　 酸　 状　 態　 （P －吸収力 ）

計
大 （a lOO 以上） 中（1．400 程度） 小 （700 以下）

非火山性土

極 酸 性

＜ p H 3．9

強 酸 性

p H 4．0 ～ 4．9

（… 孟

†… 孟

T r

6

5 1

2 1

弱 酸 性

p H 5．0 ～ 5．9

中　 性

（… ≡

（… 孟 T r －

4

1 8

p H 6．0 以上 T r － －

計
（≡ 孟 1 4 3 6 1 1 6 1

1 3 2 3 3 3 9

合　　　 計 2 7 5 9 1 4 1 0 0

火 山灰土

瞳　　 酸　　 性 （… 孟

（… 孟

－ T r － －
＜p H 3．9

強 酸 性

p H 4．0 ～ 4．9

－ － －

4 9

1 9

弱　　 酸　　 性 欠　 乏

－ －

－ 9

p H 5．0 、 5．9 正　 常
－ 2 0

中　　　　　 性 欠　 乏
－ －

p H 6．0 以上 正　 常 － － － －

計
欠　 乏 3 8 2 0 2 6 0

正　 常 1 6 2 4 1 4‾1

合　　　 計 5 4 4 4 2 1 0 0

面積比～非火山性土：火山灰土＝1：18

短）開発地の基盤整備と装置化

畑地の基盤整備は水即こ比較すると著しく遅れている0また基盤整備に投資された額も問題にな

らない程少ない。このことが畑作物の生産を低く，不安定にしている要因でもあろう。

これからの開発畑の基盤整備はより完全に行なわなければならない○開発地の立地・環境条件が

既耕地より劣るので・そのハンディを克服するためにも重要なことである○それが既耕地より劣る

整備に止まるならば経営的に成立ち難いことになる。
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慣斜畑地の基盤整備に当っては土壌侵食対策を講じなければならない。

土木工学的な基盤整備についてはコメ：／クーの千葉農地整備部長（農業土木試）にお願いして，

ここでは農耕上の問題点を述べる。

俸斜畑では畑の区画拡大が意外に大きな侵食を誘発する例が少なくない。傾斜度と斜面の長さと

を考慮しなければならない。四国農試の成歳をみると傾斜度5度のときは20～30〝h lO慶の

とき10～15m，15度では7－10mの斜面長が限界である（第9表参照）。火山灰こし　浅有

効土層地ではこの許容斜面長を短くしなければ危険である。．

第9表　侵食に対する傾斜度と許容斜面長

（四国農試）

債　 斜　 度 ．＞ 5 度 5 度 8 度 1 0 度 1 5 度 2 0 度 2 5 度 、 3 0 度

斜 面 長　 椚 3 0 一一・4 0 2 0 ・－ 3 0 15 一一 2 0 1 0 ・、・1 5 7 ～ 1 0 5 一一 7 2 一ヽ一5

また，傾斜度は横根利用を制限するもので安全で効率的に作業・運行の出来ることが大切である。

その例を示すと第10表（作業機別の利用限界傾斜角の試験例）のようである。

第10表　作業機別の利用限界傾斜角の試験例

A B

利用限界憤斜角 利用限界傾斜角作　業　機 利用限界傾斜角

等 高線 登降坂作業 等 高線
登降坂作業 等 高線作　 業 作　 業 作　 業

15 度 15 度 12 ～ 13卑 14（斜 陣場 度∴

14 ～ 16

15

15

8問 、 12億 ）

12

12

10

11㊧ へ14（降）

13 8紺12 8㊨ 一一 15（降） （クローラ18 ）

12 一一 15 8 － 12 12 ～ 13 14 ㈲ （クローラ21）

8 ～ 10

8 一・一10

（クローラ21）

12

18

13 、 14

12 一一 13

12 ～ 15

12 一一15

12

8 ・－ 12

1 2

12

12

12

8

12

12 一｝13

1 2

14 （斜）

15 、 18 （降）

登降坂作業

ブロードキャスク・－

ロ　　　ー　　　ク　　　リ

リ　　ヤ　　モ　　ー　　ア

ポトムプラウ（双用）

デ　ス　ク　ハ　ロ　ー

ツ　　ー　　ス　ノ～　　ロ　　ー

ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー

シードドリル（直）

〝　　　（　）

マニ　ュ　アスプ　レー　ダ

カ　ル　チ　パ　ッ　カ　ー

フォレージハーベスター

ワ　　ッ　　フ　　ラ　　ー

レ　ー　キ　（回転輪）

へ　　－　　ベ　　ー　　フ

度

15㈱～18（登）

12（監）、16伶

16一一18

15㊨～13仰
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注1）Aは四国農試（鉱質土壌）・Bは東北農試（洪墳層火山灰土），Cは農事試（洪桔層火山

灰土）の試験成績である。．

2）成績に多少の差があるのは・主として土質の相違による地耐力の差と，供試トラクターや

作業機の種類が異なるためと考えられる。上表から普通畑における債斜限界については，作

業精度と作業の安全を考慮して，等高線作業の場合8度程度●傾斜方向の作業の場合10鼠

草地の場合は15度程度といえよう。

3）「圃場整備の計画調査」より転載

土層の深さは前述のように概して浅いが・作物根の分布，土壌保全からみても30m以上あって，

直下に不透水層の盤が形成していないことが望ましい。耕土は多雨による水食と早ばつを防ぐ土壌

条件を具備することが必要である。その条件は第11蓑のようで有効保水量に富み，透水性の適当

な団粒を形成していることである。

傾斜地の不利な面を強調したが・傾斜方向・角度によっては日凰地温，気温，排水などで平地

より榎れるところもある。むしろ・この有利性を活用した傾斜地農業を展開することに努めなけれ
ばならない。

そのためには装置化して有利性の増大と不利な面の除去をはかることが特に望まれる。

第11表　土壌保全からみた土壌の好条件（水分関係）

要　　　　　 困 ＝　　 け 備　　　　　　 考

有効 保水量 5 0 m 以上 p F 2・0 － p F 3．0 相当水分量

p F l・6 以下の大孔隙量 5 ％以上

気 相 分 布 1 8 ％以上

ち み つ 度 2 4 以下

¢）土壌保全

傾斜農地の土壌保全は農耕地部と畦畔・農道などに大別 して検討する必要がある。ここでは前者

に限って述べるが・後者は土木工学面で充分検討され，崩壊しない様にしなければならない。

農耕地の土壌侵食は水食と風食に分けられるが，前者について述べる○風食は防風林，防風しよ

う一間混作の栽培体系・かんがいなどで防止している。この被害も著しいが，被害地は火山灰土地

帯と風道となるところに限られている。
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第12表　土壌侵食をおこす条件

水食防止に関する研究は非常に多く，侵食をおこす条件は略知られている（第12表参照）ので．

開発地では各要因を調査して，侵食防止法を組立て実証することである。

水食の要因別の許容限界をあげると第13表のようである。

限界降雨強度以上の降雨が時期的にどう出現するかを把握し，その様な気象下で土壌保全策をた

てなければならない。

或勾配の或斜面長をもつ島地で限界降雨強度に耐えるために，土壌の団粒化地表の被覆土の増

大法をはかる耕種技術を組み立てることが要望される。
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第13表　水食要因と許容限界

要　　　　 因 露 k 語法 急伸 ）
備　　　　　　　　 考 要調査事項

1・ 限界降雨強度 乙0 一一3．0 両m／ 0 火山灰土の上下畦 ・裸地について 1．降雨の性質調査
10m ln 0 危険 降雨の分布 （特に危険降雨の

7 一一9 月 （東北北部） 出現頻度 ）
之　 傾斜度（勾配） 1 0 、 1 4 度 0耕うん直後の粒団破壊時の危険大 1．地表流去水量に対

0 勾配と斜面長との関係 （第 8 蓑） する流亡土量の割

（ご諾 ： 1；： ：：： ） A仁I
a 憤斜度と斜面長

3． 土壌 8 0 ％以上 0 粗粒質はP i ll ， g u lly 型発生 1．耐水性団粒の凰乾
耐水性団粒の 侵食性 多い 率
風乾率 小一 80 ％以上 0 降雨直前の土壌が乾燥 していると 2㌧土壌の種類 ・土性
（0．5 、 0．25 mm） 中一 60 ～ 80 ％ 侵食大 ・乾湿

大－ 60 ％以下 0 耐食性の弱い土壌 安山岩土壌＞　花崗岩土壌＞火山灰土壌

0 団粒形成のための堆厩肥の施用
4． 地表 5 0 ％以上

遮断量 3 0 ％以上

0 作物によって侵食度が異なる 1．作付状況，生育状
被覆度 （例～牧草＜麦類＜〆イズ＜トウモロコシ） 轟

0播種一幼植物中にうける侵食は大

きい

0 間混作は侵食が少ない

0 敷わら，敷革．マルチ栽培は少な

い

2．栽培法，管理法

5． その他　畦の方向　耕うん法

k）開発地の基盤整備・土壌保全の問題点

開発地の土坂保全的基盤整備と管理技術は開拓事業と共に開発され研究も行われできたが，近

年は四国兵乱草地乱蚕乱茶業試などで続骨られているはかはほとんど行われていない状況である。

一万・農業技術は著しく変ぼうし・大型機械化省力化作付けの単純化，生産資材の変化，換

金性作物の連作化などが平地の延長として傾斜開発地にも及び，その生産量も品質も生産性も平地

並にあることが要求されている。

開発による投資効果も問題となるが・まず，平地，既耕地並の経済的にも，技術的にも長期に

亘る安定生産をあげ得る場づくりが必要である。

これからの開発は大規模化・餞鮒ヒ栽培が前提となるので，既存の研究をそのまま活用し掛、と

ころもある。技術的間萄となる事項をあげたので，早急に解決されることを希望する。
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大規模開発地の機械化栽培を条件に改善を要する事項

1．大型機械の安全で効率的利用のできる畑の造成法

え　機械跨圧をうけても透水性を阻書しない耕法の開発と下層土の改良

3．機械化，換金性作物の単純栽培が行われるので，

初期の侵食防止法，地表被覆法など

4．盛土と原表土の接続部の地すべり的侵食の防止

5．有機物不足に対応する侵食防止的土褒管理法

al開発地の早害湿害防止施設の多利用法

7．険礫の方法

その耐侵食耕種法の開発特には健一生育

農業土木試験場農地整備部長　　千葉　　豪

ただいまのお話しのように，開発地の劣悪性，悪条件を考えたとき，施工にあたっては傾斜・土

壌・斜面長などを重視することの必要性と，開発地の有利な面を生かした方法を取るべきであると

いう点については同感である。具体的にiも　基盤整備のハードの部分軋　大体計画設計基準として

出されているし，一般的なものはやや古いものであるがハンドブックとして出ている。また，開墾

については現在，委員会で検討されている段階であるが，一応それぞれ基準が作られている。また，

例えば沖縄や北海道では独自の基準案を考えており，一般の基準よりもややきびしく作られている。

新しい造成地の作目をみると，全国的には牧草が最も多く，果樹・野菜が次に多く，北海道は牧

草・えん麦・jピート，東北は牧草・クワ・リンゴとなっていたと思う。傾斜度についてみると全国的

には0、3度が最も多く，12度以下が大部分で15度以上はごく少なくて，急傾斜地は考えるほ

ど多くはない。

5～9月の雨量は東北は北海道についで少なく，気温は北海道・北陸についで3番臥　地区の標

高は関東についで2番目となっている。開墾についての問題点をみると技術的問題よりもむしろ，

補助額の拡大や融資条件の緩和というような希望が多くなっている。

技術的問頓についてみると，基本的にはできている規準に従うべきだと思うが，元来，開墾でなく

とも基盤整備に煩するものはあらゆる面でどうしてもその場その場で考える事項が多い。例えば鳴

きょの計画基準をみても，従来のように透水係数や，土壌調査などから直ちに施工法を決定するこ

とをさけて，現在工事中の類似したところを調査して施工するよう．にとしている。また，造成中に

まいた牧草の種が雨に流されるという問題についてみると，規準では当然のことながら雨季をさけ

ること，原植生を等高線上に帯状に残すこと，広い面掛こ播種する場合降雨のおそれのある時には

平たん地とか雨による被害の心配のない場所を選んで作業をするような配慮が必要であること，草

種や播種の時期を選んでなるべく早く発芽するようにすることなどがある。また，斜面長が短け
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れば侵食をおこさないので，こうしたところでは機械の走行や動物の移動に差支えないようなⅤ字

塾の排水路を掘っておいたり，できればこれに水をためる方法を考えるというように．その場その

場に応じた方法を考えなければならない。

もう一つ・草地には金をかけたくないという考えがあり，また金をかけなくても草地としてやっ

ていけるということがある。経験によれ坑何も手をかけず，表面処理だけしたところの方が，耕

起して土壁改良したところよりむしろ初年目・2年目に牧草の収穫が多く，草に関する限り農業土

木の入る余地がないという感じさえもつことがあるが，何年かたってみると，基盤整備のよいとこ

ろはだんだん威力を発揮してくるということが確かl；昇られる。先程もあったように，ただ造成す

ればよいということだけでなく・土地の生産性を高める方向にいくべきであり，やはり基本的に基

盤をどうすべきか，を考えながら開発すべきであると考える。

剰ヒ農業試験場農業技術部長　一戸貞光

土壌侵食の間顎については・古くなるが，昭和37年時点刊ヒ海道と東北の畑作地帯の普通作物

について考える限り・特にテラス工法をとる必要はないだろうという提案を私がしている。

その根拠としては・この両地域では土壌侵食を起すような雨が少ないので，特にガリーエロ－ジ

F：／を対象にしなければ耕作上の配慮さえ加えればテラスにしなくてもよいと考えたからである。

多くの試験の結果最も土壌侵食を起し易い条件では・裸地状態で1年間に約30t／ねの土壌が流れ

る。土壌の流出許容限界が7・5t／払前後と言われていることから考えれば．裸地状態にしておくと

とうてい土地を守ることはできないわけである。従来のヒエー麦一舛ズのように裸地状尉こなるこ

とのない作付体系では・たとえ・縦吐栽培でも・7・5／b雇度に抑えられるので，適切な土壌管理

さえ行えば，侵食の防止は可能であると判断している。

しかし現在では作物構成が変ってきており・最近栽培されている畑作物や野菜などの大部分を，

土壌侵食を助長するような作物がしめていることは・新しい大きな問題と思われる。私がそのさい

捷案したことは・作物の選択に十分注意して正確な等高一線栽培を行い・経営内容に応じて適切な

幅の牧草乱いわゆるグリーンベルトを設けるなら相当程度の侵食防止が可能であるということで

ある。さらにグリーンベルトの幅をできるだけ拡大して・いわゆる牧草輪作体系にもってゆくこと

で・普通畑作物の侵食は防止できると揖案した○ただ，少雪で土壌の凍鱒する地帯空，不孝華眉を

もった地帯昧卜別途に土木面から対策を講じなければならないと考える。

斜面長の問題については・大型の乗用トラクタを対象に考えると■機械の効率的な使用には少な

くとも耕地の幅は25～30mが必要であると言われているの℃四国農試のデータからみて，5

度以下の斜面でなければ侵食防止は可能でないということになる。10～15度の憤斜面の場合は，

先程のべたように適切なグリーンベルトを設けるか・牧草を含めた輪作を考えない限り，侵食は許

容範用内におさめられないと考えられる。
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次に，機械踏圧をうけても透水性を阻害しない方法の開発という指摘に対して，機枕作業の面か

ら対策を考えると，等高線栽培を忠実に突行することにあるが，実際にはある限度以上傾斜が強く

なるとそれもできないという間額がある。

次に傾斜地で有機物を積極的に入れるには，現在日本全体が有機物不足であることから考え，牧草の

積極的導入以外にないと思われる。

また，話にあった斜面の途中にある石礫は，ある意味では侵食防止の役割を果していると考えら

れるので．石礫の多くあるところはこれを除去しなくても生産の可能な作目を選択するようにすべ

きで，石礫の除去を積極的に図ることは得策でない場合が多いということが外国の報告には多くみ

られる。
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